
 

令和  8 年 6 月 1 日 
施設基準関連掲示物（主管部署：医事課） 

バイオ後続品（バイオシミラー）の使用促進についてのお知らせ 

当院では厚生労働省による「後発医薬品（ジェネリック医薬品）及びバイオ後続品（バイオシミラー）の使用促進」の方針に従い、入院および外来に 

おいてバイオ後続品について積極的に使用の推進をしております。使用にあたってバイオ後続品の有効性や安全性について説明しております。 

 

バイオ医薬品とは 

細胞や微生物などの生物の力を利用して製造された、タンパク質を有効成分とする新しい医薬品です。これまで治療薬がなかった病気や、 

従来の医薬品では満足度の高い治療を行うことのできなかった病気への効果が期待されています。 

 

バイオ後続品（バイオシミラー）とは 

バイオ医薬品の特許が切れた後に、他の製薬会社から発売される医薬品です。先行バイオ医薬品と同等/同質の品質、安全性および有効性を 

有しています。 

   

バイオ後続品（バイオシミラー）使用するメリット 

    バイオ医薬品に比べて薬価（お薬の値段）が安いため、患者様の経済的な負担軽減や、国の医療保険財政の改善につながることが期待されます。 

 

ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。                                              

 


